
所有者が確知できない場合

必要に応じて 必要に応じて

適正管理が行われていない空家等

現地調査及び所有者の調査（法第９条第１項・10条）

空家等発生（周辺住民等からの苦情・相談）

適正管理が行われている
空家等

情報提供
（法第12条）

助言（法第12条）

固定資産税等に係る
住宅用地特例の解除の対象

勧告
（法第13条第２項）

指導
（法第13条第１項）

管理不全空家等

管理不全空家等の認定
（部長決裁）

法：空家等対策の推進に
　　関する特別措置法

立入調査
（法第９条第２項）

関係課長会議の開催
空き家等対策協議会の開催

特定空家等の認定
（市長決裁）

苦情相談対応フロー

指導
（法第22条第１項）

関係課長会議の開催 空き家等対策協議会の開催

特定空家等の認定
（市長決裁）

立入調査、報告徴収
（法第９条第２項）

特定空家等

助言
（法第12条）

その他

命令
（法第22条第３項）

行政代執行
（法第22条第９項）

勧告
（法第22条第２項）

財産管理制度の活用検討

（民法25条
　民法264条の２、264条の８
　民法952条
　民法264条の９、264条の14）

財産管理制度の活用

　（民法25条
　　民法264条の２、264条の８
　　民法264条の９、264条の14
　　民法952条）

特定空家等に該当
する場合

略式代執行
（法第22条第10項）

又は

確知できた所

有者に勧告措

置を講じる権

原がない場合


